
造林事業及び素材生産事業に係る一般競争入札
（総合評価落札方式含む）の一部改正

① 簡易型総合評価落札方式の導入

② 得点配分の見直し

③ 評価項目及び評価基準の見直し

④ 入札公告・入札説明書の見直し

⑤ 電子調達システムによる電子契約の開始

【令和６年11月１日以降の入札公告から適用】

森林整備第一課 企画係
資源活用第二課 生産係



〇改正の背景とその概要

造林事業及び素材生産事業の役務調達における入札・契約手続きについ

ては、農林水産省における「農林水産省調達改善計画」における重
点的な取組として、総合評価落札方式において提出書類を軽減するなど資
料作成等に係る事業体の負担軽減に取り組むこととしている。
このため、林野庁では造林事業及び素材生産事業において、新たに

「簡易型総合評価落札方式」を導入することとし、これまで作成・
提出していた技術提案書の評価項目のうち、事業計画に係る評価を省略す
ることができるように改正する。
さらに、必須とする評価項目を見直すことで、技術提案書に係る提出書

類を軽減し、事業体の負担軽減を図ることとする。

【民側の負担を軽減する措置】
併せて、得点配分等を見直し、技術審査・評価業務の効率化による入

札・契約手続きの迅速化・効率化を図ることとする。

【官側の入札等手続きの迅速化と効率化】

造林事業及び素材生産事業に係る一般競争入札
（総合評価落札方式含む）の一部改正



〇改正のポイント

造林事業及び素材生産事業に係る一般競争入札
（総合評価落札方式含む）の一部改正

①「簡易型総合評価落札方式」の導入
② 得点配分の見直し
③ 評価項目及び評価基準の見直し
④ 入札公告・入札説明書の見直し
⑤ 電子調達システムによる

電子契約の開始

〇適用の開始日

令和６年11月１日以降の入札公告から適用
（令和６年度の補正予算による事業入札公告から適用の見込み）



〇改正の具体的内容

造林事業及び素材生産事業に係る一般競争入札
（総合評価落札方式含む）の一部改正

①簡易型総合評価落札方式の導入
総合評価落札方式の種類は下記の２種類とする。

標準型

簡易型

※従来どおりの総合評価落札方式

・技術的な工夫の余地が大きく、競争参加者に特定の技術課題について技術提案
を求めることにより、発注者が入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考とし
て示した図面及び仕様書に比べ品質向上が期待される事業

・総合評価落札方式により実施する造林事業及び素材生産事業であって、技術的
な工夫の余地が比較的少ない一般的な事業、さらには難易度も低いもので簡易な
技術提案を求めることにより、適切かつ円滑な実施が期待される事業

ただし、｢造林と素材生産との一貫作業｣と｢複数年度にわたる事業｣につ

いては技術的な工夫の余地が大きいと判断し、標準型で実施するものとする。

※新設



〇
実
際
の
手
続
き
の
流
れ
に
つ
い
て

造林事業及び素材生産事業に係る一般競争入札
（総合評価落札方式含む）の一部改正

入札・落札・契約の方式の種類は下記の３種類とする。

総合評価落札方式

標準型
総合評価落札方式

簡易型
一般競争
入札

競争参加資格確認申請書の提出

技術提案書の提出

標準型 簡易型

〇 〇

〇 ✖
〇 ✖
〇 〇

〇 〇

〇 〇

①提出文書：様式１

②事業計画上の考慮事項等：様式２

③事業計画の工程管理：様式２－１

④企業の事業実績等：様式３及び３－１

⑤配置予定技術者の資格・経験：様式４

⑥賃上げ実施の表明：様式５―１又は５－２

「価格」と「価格以外の要素」
を総合的に判断する落札方式

最低価格
落札方式

簡易型：②③様式2と
様式2-1の提出省略

※変更なし ※変更なし



造林事業及び素材生産事業に係る一般競争入札
（総合評価落札方式含む）の一部改正

「簡易型」の場合は技術提案書の
「様式２」・「様式２-１」

の提出が省略になります。

事業計画上の考慮事項等

事業計画の工程管理

様式２

様式２-１

「簡易型」は提出不要です



②得点配分の見直し

① 標準点：100点
② 加算点：244点
（加算点の内訳）

ア 事業計画：110点
イ その他 ：134点

計： 344点

① 標準点：100点
② 加算点：標準型 55点～100点【100点】

：簡易型 43点～80点【66点】

（加算点の内訳）
※ 改正前の「ア事業計画」と「イその他」
で区分しない

計 標準型 200点 簡易型 166点

現 行

造林事業及び素材生産事業に係る一般競争入札
（総合評価落札方式含む）の一部改正

〇総合評価落札方式における得点配分の公表について
・国有林野事業における総合評価落札方式の入札手続については、各種通知により運用され
ているが、入札説明書等による評価項目、評価基準及び配点の公表に当たっては、公平かつ
透明性のある競争を行うため、その内容をできるだけ詳細かつ具体的に示すことが求められ
ているので本改正から評価項目ごとの得点配分を公表する。

改正後



配点 配点

簡易な事業計画の妥当性・適切性 15 簡易な事業計画の妥当性・適切性

一貫作業における効率化の工夫(一貫作業の場合に限る) 9 一貫作業における効率化の工夫(一貫作業の場合に限る)

複数年度にわたる事業における効率化の工夫や
一貫作業における植栽計画の明確化による、
種苗生産事業者の安定的な供給体制構築への貢献
(複数年度にわたる場合に限る)

6

複数年度にわたる事業における効率化の工夫や
一貫作業における植栽計画の明確化による、
種苗生産事業者の安定的な供給体制構築への貢献
(複数年度にわたる場合に限る)

事業成績評定点（過去２年間の平均） 4 4 事業成績評定点（過去２年間の平均）

事業に関する表彰実績（過去10年間） 1 1 事業に関する表彰実績（過去10年間）

本店、支店又は営業所の所在地の有無 1 1 本店、支店又は営業所の所在地の有無

同種事業の実績（過去15年間） 3 3 同種事業の実績（過去15年間）

低入札の有無 2 2 低入札の有無

立木等の販売と跡地における造林作業の請負とを一括して
契約した取組実績（過去３年間）

3 3 (新設)

森林作業道作設技術（過去２年間の平均） 4 4 森林作業道作設技術（過去２年間の平均）

配置予定技術者の事業経験（過去15年間） 2 2 配置予定技術者の事業経験（過去15年間）

配置予定技術者等の保有資格 1 1 配置予定技術者等の保有資格

配置予定技術者等の研修等の受講状況 1 1 配置予定技術者等の研修等の受講状況

配置予定技術者の継続教育（ＣＰＤ）の有無 1 1 配置予定技術者の継続教育（ＣＰＤ）の有無

国土緑化活動に対する取組 2 2 国土緑化活動に対する取組

災害協定の有無 1 1 災害協定の有無

ボランティア活動の実績の有無 2 2 ボランティア活動の実績の有無

エゾシカ被害対策への取組 2 2 エゾシカ被害対策への取組

地域の民有林管理への貢献の取組 5 5 地域の民有林管理への貢献の取組

作業員の地元雇用 1 1 作業員の地元雇用

若者の新規雇用や育成への取組 2 2 (新設)

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 1 1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標

賃上げの実施を表明した企業等 10 6 （移設）

伐採・造林に関する行動規範の策定 1 1 伐採・造林に関する行動規範の策定

月給制への対応 2 2 月給制への対応

働き方改革の取組 5 5 働き方改革の取組

安全対策（過去２年間） 6 6 ◎安全対策（過去1年間）

林業経営体登録の有無 1 1 ◎林業経営体登録の有無

作業員の雇用形態 2 2 ◎作業員の雇用形態

労働福祉の状況 2 2 ◎労働福祉の状況

不誠実な行為の有無（過去２年間） 2 2 ◎不誠実な行為の有無（過去２年間）

（削除） ｰ ｰ ｰ
賃上げ
実施加点

◎賃上げの実施を表明した企業等

合計 100 66

　移設

配置予定
技術者
（現場代
理人）等
の能力

配置予定
技術者
（現場代
理人）等
の能力

地域へ
の貢献

地域へ
の貢献

企業の

信頼性
企業の
信頼性

〇評価基準　（造林・素材生産事業に係る総合評価落札方式における得点配分の見直しについて）

事業計画

評価
省略

事業計画

企業の
事業実績

企業の
事業実績

評価項目 【改正後】
標準型 簡易型

評価項目 【現　行】

③評価項目及び評価基準の見直し



④ 入札公告・入札説明書の見直し

造林事業及び素材生産事業に係る一般競争入札
（総合評価落札方式含む）の一部改正

（２）入札条件違反への対応指針について
・低入調査等への協力を拒否したことによる入札条件違反について、
対応指針を入札説明書に明記する。

【入札説明書の記載例】
15 調査基準価格を下回った場合の措置
調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履

行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意
見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延
期は行わない。
なお、事情聴取等に応じないなど調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関

する条件に違反した入札としてその入札を無効にするとともに、指名停止措置要領に基づ
く指名停止を行うことがある。

（１）総合評価落札方式の場合に「標準型」又は「簡易型」の明記
・入札公告及び入札説明書の冒頭に『 総合評価落札方式(標準型) 』
もしくは、『 総合評価落札方式(簡易型) 』であるかを明記する。



（２）電子契約について
・造林及び素材生産事業については、令和６年度より事業者が希望した場合は、
電子調達システムによる契約が可能となったため、入札説明書に記載する。

【入札公告の記載例】
16 契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
また、システムによる契約を可とする。なお、この場合は別冊契約書案によらず、シ

ステム上で出力される契約書様式によるものとする。

⑤電子調達システムによる電子契約の開始

造林事業及び素材生産事業に係る一般競争入札
（総合評価落札方式含む）の一部改正

（１）電子調達システムを利用した場合の事業者メリット
(ア) 「競争参加資格確認資料や入札書の提出に係る移動・郵送の不要（時間

や経費の削減）」
(イ) 「電子契約に伴う印紙不要（経費の削減）」
(ウ) 「請求書類の提出に係る移動・郵送の不要（時間や経費の削減）」
(エ) 「落札結果や契約書等の保管不要（経費の削減）」



▼北海道局HPより

▼システムから出力された契約書

【参考例】

※電子調達システムを利用した電子契約で出力される契約書と
契約約款及び入札公告及び入札説明書で明示している契約書の
様式は一致しないことに留意すること。

・電子調達システムとは・・・
国の機関が行う「物品・役務」

及び「一部の公共事業」に係る一
連の調達手続をインターネット経
由で電子的に行う府省共通のシス
テムです。


